
 近粧健発第 44 号 

平成 28年 9月 15日 

 

 

事 業 主 様 

大阪市中央区内本町 2-1-13 

                           近畿化粧品健康保険組合 

近畿化粧品厚生年金基金 

（公 印 省 略） 

 

 

適用関係届の日本年金機構等への回付事務の廃止について（お知らせ） 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

平素は、当組合及び基金の事業運営に格段のご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 さて、マイナンバー制度の施行に伴いまして、現在行っております適用関係届（資格取得・

喪失届他）の日本年金機構等への回付事務につきましては、健康保険組合及び厚生年金基金が

厚生年金保険の適用関係届に係るマイナンバーを取り扱うことができないことから、下記のと

おり回付事務は廃止させていただくとになりますので、届書は直接各機関にご送付くださいま

すようお願いします。 

回付廃止時期は、届書の様式が変更されます平成 29年 1月からとさせていただきます。 

 

〈 適用関係届 回付事務の流れ 〉 

◆現 在 

事業所 → 健康保険組合 → 厚生年金基金 → 日本年金機構 

 

◆平成 29年 1月以降 

        健康保険組合 

事業所    厚生年金基金  健康保険組合を経由せず 

        日本年金機構  直接提出してください。 

  


